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は じ め に 

 

 平成 12 年 4 月に施行された地方分権一括法により、地方公共団体の権限と責任が拡

大する中で、地方議会が担う役割も、ますます重要になっています。 

 議会の活性化と審議能力の強化が求められる中、平成 12 年 5 月の地方自治法改正で

は、地方議会議員の日常的な議員活動基盤の強化を図るため、政務調査費の法的根拠が

規定されました。その後、平成 24 年 9 月、政務調査費を「政務活動費」とし、交付目

的に「その他の活動」が加わる等の地方自治法改正がおこなわれ、支出についての説明

責任がますます問われることとなり、今まで以上に透明性を確保しなければならないと

されています。 

久留米市議会においても、平成 25 年 3 月、「久留米市議会政務活動費の交付に関す

る条例」に条例改正し、政務活動の範囲を定め、透明性の確保等について規定されまし

た。 

本冊子では、政務活動費を執行する際に、各会派が統一的な運用ができるよう、条例

第 6条における使途基準の順に従い、ケースに応じた収支事務手続きをまとめました。 

今後、各会派が一層活発に充実した政務活動を実施され、その成果が本市の発展と市

民福祉の向上につながりますよう、ご活用いただければ幸いです。 
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Ⅰ 政務活動費とは 

 

久留米市議会政務活動費は、地方自治法第 100 条第 14 項から第 16 項まで、

並びに「久留米市議会政務活動費の交付に関する条例」に基づき、久留米市議

会議員の調査研究その他活動（政務活動）に資するため必要な経費の一部とし

て、議会における会派（所属議員が 1 人の場合を含む）に交付されるものであ

る。 

したがって、会派は、交付された政務活動費を規則に定める使途基準に従っ

て使用するものであり、政務活動に資するために必要な経費以外のものに充て

てはならない。 

 

○政務活動費の支出根拠となる法律、条例等 

・ 地方自治法第 100 条第 14 項から第 16 項まで 

・ 久留米市議会政務活動費の交付に関する条例 

・ 久留米市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

 

○政務活動費の交付 

 交付対象＝会派（所属議員が 1 人の場合を含む） 

 交 付 額＝毎月 1 日の所属議員数に月額 50,000 円を乗じた額 

 交 付 日＝下記の支給月の 20 日（土・日・祝日の場合はその翌日） 

 

 

 

 

 

○支出できない経費の例 

・ 政党活動経費 

（政党の広報紙、党費、党大会の参加費など） 

・ 選挙活動経費 

（選挙活動用の資料作成費、選挙事務所の経費など） 

・ 後援会活動経費 

（後援会活動用の資料作成費、後援会主催の行事に要する経費など） 

・ 交際費的経費 

（香典、祝金、見舞金、慶弔電報、年賀状の購入・印刷など） 

・ 私的活動経費 

（私的な旅行・観光に要する経費、日常生活に要する経費など） 

4 月～ 6 月まで 4 月 

7 月～ 9 月まで 7 月 

10 月～12 月まで 10 月 

1 月～ 3 月まで 1 月 
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○条例第 6 条における使途基準 

１ 研 修 費 

       …Ｐ 3 

○会派が研究会、研修会を開催するために要する経費

○会派の所属議員が他の団体の開催する研究会、研修

会に参加するために要する経費 

２ 調査研究費 

…Ｐ 8 

○会派の所属議員が市の事務、地方行財政等に関する

調査研究を目的とした視察に要する経費 

○会派の所属議員が団体等が開催する意見交換会等

各種会議への会派としての参加に要する経費 

３ 要請･陳情活動費 

       …Ｐ12 

○会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費 

４ 資料作成費 

…Ｐ14 

○会派が資料を作成するために要する経費 

５ 資料購入費 

…Ｐ15 

○会派が図書、資料等を購入するために要する経費 

６ 広 報 費 

       …Ｐ16 

○会派が行う活動の成果又は市政について住民に報

告するために要する経費 

７ 広 聴 費 

       …Ｐ19 

○会派が市政及び会派の政策等に対する住民からの

要望又は意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 

８ 人 件 費 

       …Ｐ20 

○会派が行う活動を補助する職員を雇用するために

要する経費 

９ 事 務 費 

       …Ｐ21 

○会派が行う活動のために必要な事務に要する経費 

 

 

参考：札幌高裁（平成 19 年 2 月 9 日判決） 

   ･･･会派としての意思統一がなされ、当該調査活動が会派として行う 

ものであるとの会派の了解が存在することが必要であり、このような 

実態を伴わない調査研究費の支出は使途基準に違反した違法な支出と 

いうべきである。 

 



3 

Ⅱ 使途項目 

○ 会派が研究会、研修会を開催するために要する経費 

○ 会派の所属議員が他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要す

る経費 

 

（１）会場借上げ料 

 〈業者Ａへ直接支払う場合〉 

※裏面に業者からの請求書・領収書を 

                   添付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 研 修 費  （１）会場借上げ料 

       （２）講師謝金（交通費、宿泊費、食事代を含む。） 

       （３）出席者負担金 

（４）旅費（交通費、宿泊費及び日当） 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月８日 

支出金額    ○○○○円 

支出科目    研修費 

支出先     Ａ 

支出年月日     ○○年８月８日 

摘 要 

 

○○研修会会場借上げ料 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○会議室 

 

請 求 書 

△△議員団様 

請求日○年８月８日 

会場代として 

        Ａ  

領 収 書 

△△議員団様 

領収日○年８月８日 

会場代として 

        Ａ 印 
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（２）講師謝金 

〈講師Ｂへ直接支払う場合〉 

※裏面に業者からの請求書・領収書を 

                   添付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※講師への謝金を支出する際は、所得税の源泉徴収等に留意すること。 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月８日 

支出金額    ○○○○円 

支出科目    研修費 

支出先     Ｂ 

支出年月日   ○○年８月８日 

摘 要 

 

○○研修会講師謝金 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○会議室 

 

領 収 書 

△△議員団様 

領収日○年８月８日 

講演料として 

        Ｂ 印 

請 求 書 

△△議員団様 

請求日○年８月８日 

講演料として 

        Ｂ  
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（３）出席者負担金 

〈主催者Ｃへ直接支払う（口座払い）場合〉 

   ※裏面に業者からの請求書・領収書 

（または振込み証明書）を添付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈参加議員Ｄへの資金前渡（会場にて参加費を払う）の場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※参加議員が金額受領時に領収書に押印し、研修出席後に主催者からの領収書

を添付すること。 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月５日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   研修費 

支出先    Ｃ 

支出年月日  ○○年８月６日 

摘 要 

 

○○研修会参加負担金 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○市△△会議室 

 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月５日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   研修費 

支出先    □□議員団 Ｄ 

支出年月日  ○○年８月５日 

摘 要 

 

○○研修会参加負担金 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○市△△会議室 

 

領収書 

裏面に主

催者発行

の領収書

を添付 

（8 月 8

日以降） 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、研修会参加負担金として 

 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ  印 

研修会案

内や申込

書のコピ

ーを添付 

請 求 書 

△△議員団様 

請求日○年８月５日 

参加負担金として 

        Ｃ  

領 収 書 

△△議員団様 

領収日○年８月６日 

参加負担金として 

        Ｃ 印 
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（４）旅費（交通費、宿泊費及び日当） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「久留米市職員旅費条例」 

別表の 1 級の職員の例により 

算出した額以内で請求。なお、

旅費の計算は事務局に確認 

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月５日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   研修費 

支出先    □□議員団 Ｄ 

支出年月日  ○○年８月５日 

摘 要 

 

○○研修会参加旅費 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○市 

 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、研修会参加旅費として 

 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ  印 

 

旅費計算書 

期 日 8 月 8 日～9 日 

目的地 ○○市 

運 賃 ○○○○円 

宿泊料○泊 ○○○○円 

日 当△日 ○○○○円 

合 計 ○○○○円 

 

発着地 鉄道賃 特急 航空運賃 車賃 

久留米     

☆☆     

○○     

久留米     
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※ 研修会に参加した場合は、代表者へ報告書を提出する。 

（事業実績報告書（第９号様式）に添付） 

 

 （様式例） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修報告書 

○○年××月△△日 

□□議員団 

代表者 ○○○○様 

          □□議員団   

           氏名 Ｄ    

 

政務活動のため研修会に参加したので、その概要を報告いたします。 

期 日 8 月 8 日～9 日 

開 催 地 ○○市、△△市 

参加議員名 Ｄ 

研修項目  

当該研修への 

参加動機・目的 

 

説 明 者  

説明内容  

研修の成果  
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○会派の所属議員が市の事務、地方行財政等に関する調査研究を目的とした視

察に要する経費 

○会派の所属議員が、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派として

の参加に要する経費 

 

（１）旅費（交通費、宿泊費及び日当） 

〈他市への視察旅費の場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「久留米市職員旅費条例」 

別表の 1 級の職員の例により 

算出した額以内で請求。なお、

旅費の計算は事務局に確認 

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 調査研究費   （１）旅費（交通費、宿泊費及び日当） 

        （２）出席者負担金 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年１０月１０日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   調査研究費 

支出先    □□議員団 Ｅ 

支出年月日  ○○年１０月１０日 

摘 要 

 

○○市、△△市視察旅費 

○○年 10 月 12 日～14 日 

 

 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、○○市、△△市視察旅費として 

 

○○年１０月１０日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｅ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年１０月１０日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｅ  印 

 

旅費計算書 

期 日 10 月 12 日～14 日 

目的地 ○○市 

運 賃 ○○○○円 

宿泊料○泊 ○○○○円 

日 当△日 ○○○○円 

合 計 ○○○○円 

  

発着地 鉄道賃 特急 航空運賃 車賃 

久留米     

☆☆     

○○     

久留米     

 



9 

※ 視察調査を行った場合は、代表者へ報告書を提出する。 

（事業実績報告書（第９号様式）に添付） 

 

（様式例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

視察報告書 

○○年××月△△日 

□□議員団 

代表者 ○○○○様 

□□議員団       

氏名   Ｅ    

 

政務活動のため視察調査を実施したので、その概要を報告いたします。 

実施年月日 10 月 12 日～14 日 

視察地 ○○市、△△市 

参加議員名 Ｅ 

視察項目  

視察の目的  

当該視察地を選定

した理由 

 

説明者  

説明内容  

視察の成果と 

久留米市へ 

期待される効果 
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〈交通費（ガソリン・タクシー代など）の場合〉 

 

 

 

  

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年○月○日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   調査研究費 

支出先   □□議員団 Ｆ（外△名） 

支出年月日  ○○年○月○日 

摘 要 

  

○月分交通費として 

   （複数の場合はそれぞれの 

    氏名と金額を記載） 

 

請 求 書 （表面） 

￥○○○○ 

（添付領収書等の金額 ○○○円） 

ただし、○月分交通費として 

○○年○月○日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｆ   

           

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

 ○○年○月○日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｆ  印 

 

（裏面） 

領収書を添付 

 

 

「会派名」「議員名」 

「品名」「数量」「○月分」 

「発行日」「発行者（記名押印）」 

が記載されていること 

（レシート不可） 

   感熱用紙はコピーを 

とっておく 

 



11 

 

（２）出席者負担金 

 

〈参加議員Ｄへの資金前渡（会場にて参加費を払う）の場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 参加議員が金額受領時に領収書に押印し、出席後に主催者からの領収書を 

添付すること。 

   

※団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加についての注意事項 

・団体等とは、行政と協働が見込まれる協同組合や福祉団体等をいう。 

・議員（会派）として参加するものであり、その団体の役職（顧問等）または 

個人としての参加は不可とする。  

・議員の調査研究活動に資する各種会議等への参加であり、親睦又は飲食を目 

的とする会合への参加は不可とする。 

・忘年会・新年会（賀詞交歓会等を含む）は不可とする。 

・参加費は、5,000 円以内とする。5,000 円を超える分は政務活動費として認 

められない。（適用 平成 25 年 2 月） 

 

 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月５日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   調査研究費 

支出先    □□議員団 Ｄ 

支出年月日  ○○年８月５日 

摘 要 

 

○○参加者負担金 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○市△△会議室 

 

領収書 

裏面に主

催者発行

の領収書

を添付 

（8 月 8

日以降） 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、参加者負担金として 

 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ  印 

案内のコ

ピーを添

付 
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○会派が要請又は陳情活動を行うために必要な経費 

 

（１）旅費（交通費、宿泊費及び日当） 

〈国等への要請・陳情活動旅費の場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「久留米市職員旅費条例」 

別表の 1 級の職員の例により 

算出した額以内で請求。なお、

旅費の計算は事務局に確認 

のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 要請･陳情活動費   （１）旅費（交通費、宿泊費及び日当） 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月５日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   要請･陳情活動費 

支出先    □□議員団 Ｄ 

支出年月日  ○○年８月５日 

摘 要 

 

○○への要請・陳情活動に係る旅費 

開催日： ○○年８月８日 

開催場所：○○市 

 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、○○への要請・陳情活動に係る旅

費として 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年８月５日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｄ  印 

 

旅費計算書 

期 日 8 月 8 日～9 日 

目的地 ○○市 

運 賃 ○○○○円 

宿泊料○泊 ○○○○円 

日 当△日 ○○○○円 

合 計 ○○○○円 

 

発着地 鉄道賃 特急 航空運賃 車賃 

久留米     

☆☆     

○○     

久留米     
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※ 要請･陳情活動を行った場合は、代表者へ報告書を提出する。 

（事業実績報告書（第９号様式）に添付） 

 

  （様式例） 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                       

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

要請・陳情活動報告書 

○○年××月△△日 

□□議員団 

代表者 ○○○○様 

                  □□議員団 

                  氏名  Ｄ  印 

 

要請・陳情活動を行ったので、その概要を報告いたします。 

実施年月日 8 月 8 日～9 日 

参加議員名 D 

要請･陳情先 ○○省等 

相手方 ○○大臣、△△政務官等 

要請・陳情の目的  

要請･陳情項目  

要請･陳情内容  

要請・陳情の結果  
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○会派が資料を作成するために要する経費 

 

（１）印刷製本費 

  〈議員Ｇが立替払いの場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業者等へ直接支払う場合は、支出先を業者名とし、請求者発行の請求書 

（支出書決定日以前の日付）と領収書（支出年月日以降の日付）を添付。 

 

 

（２）筆耕翻訳料 →省略 

４ 資料作成費  （１）印刷製本費 

       （２）筆耕翻訳料 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年６月３日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   資料作成費 

支出先    □□議員団 Ｇ 

支出年月日  ○○年６月３日 

摘 要 

  

コピー代として 

  資料△△部 

 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、コピー代として 

 

○○年６月３日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｇ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年６月３日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

    □□議員団 

        氏名   Ｇ  印 

 

領収書 

裏面に業

者発行の

領収書を

添付 

（６月３

日以前） 
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○会派が図書、資料等を購入するために要する経費 

 

（１）新聞、雑誌、図書（追録図書を除く。）その他の資料の購入費 

〈業者Ｈへ直接払う場合〉 

※裏面に業者からの請求書・領収書を 

                   添付。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 図書購入の際は、書籍名及び価格がそれぞれ明記されていること。 

 

※ 個人的な趣味・興味の範囲に属し、娯楽性が高いものは認められない。 

例）海外ガイドブック、旅行雑誌、スポーツ新聞、クラシック演奏 

  会に関する情報誌、鉄道雑誌、情報雑誌、植物に関する書籍等 

 

参考：仙台高裁（平成 19 年 4 月 26 日判決） 

･･･特段の事情がうかがわれない場合にまで公金でこのようなスポーツ 

紙を購入してよいはずはなく、調査研究活動に資するため必要な経費で 

あると認めがたいから、本件使途基準に合致しない支出であると認める。 

 

５ 資料購入費  （１）新聞、雑誌、図書（追録図書を除く。）その他の資料 

の購入費 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年６月３０日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   資料購入費 

支出先    Ｈ 

支出年月日  ○○年７月１日 

摘 要 

  

☆☆新聞（○月～○月分） 

（または書籍名及び価格） 

 

 

請 求 書 

請求日○年６月３０日 

○月～○月分 

新聞代として 

        Ｈ  

領 収 書 

領収日○年７月１日 

○月～○月分 

新聞代として 

        Ｈ 印 
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○ 会派が行う活動の成果又は市政について住民に報告するために要する経費 

 

（１）印刷製本費 

〈業者Ｉへ直接払う場合〉 

 

※裏面に業者からの請求書・領収書を 

                   添付。 

 

                              

 

 

 

 

６ 広報費    （１）印刷製本費 

       （２）通信運搬費（広報誌等の送料に限る。） 

       （３）会場借上げ料 

（４）ホームページの作成及び掲載に要する費用 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年７月１日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   広報費 

支出先    Ｉ 

支出年月日  ○○年７月１日 

摘 要 

  

印刷代として 

  △△議員団広報誌 ○○部 

    

 

請 求 書 

△△議員団様 

請求日○年６月３０日 

印刷代として 

        Ｉ  

領 収 書 

△△議員団様 

領収日○年７月１日 

印刷代として 

        Ｉ 印 

 

広報紙（資料）の原稿を添付 

 

 

発行者名には 

「○○議員団」と 

必ず会派名を 

記入 
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参考：東京高裁（平成 22 年 11 月 5 日判決） 

    議員の個人宣伝的な側面と市政報告的な側面のいずれかが明らかに 

強いともいえないような広報活動については、その費用の半額につ 

いては「議員の調査研究に資する」ものとして政務調査費から支出 

することができる 
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（２）通信運搬費（広報誌等の送料に限る。） 

 

〈議員Ｊが立替払いの場合〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※公選法上、年賀・暑中見舞いハガキの購入は避ける。 

 

 

（３）会場借上げ料 →Ｐ３研修費の「（１）会場借上げ料」を参照。 

 

（４）ホームページの作成及び掲載に要する費用 

※インターネットにおける会派のホームページの維持管理料は支出可。ただし、

政務活動についての掲載部分（割合）についてのみ支出できる。 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年９月３０日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   広報費 

支出先    □□議員団 Ｊ 

支出年月日  ○○年９月３０日 

摘 要 

  

通信運搬費として 

  広報誌○○部 送料 

  ８０円切手 ○○枚 

 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、切手代として 

 

○○年９月３０日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｊ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年９月３０日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

□□議員団    

        氏名   Ｊ  印 

 

領収書 

裏面に業

者発行の

領収書を

添付 

（9 月 30

日以前） 
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○会派が市政及び会派の政策等に対する住民からの要望又は意見の聴取、住民

相談等の活動に要する経費 

 

（１）会場借上げ料 →Ｐ３研修費の「（１）会場借上げ料」を参照。 

 

（２）印刷製本費  →Ｐ１４資料作成費の「（１）印刷製本費」を参照。 

 

（３）食糧費（お茶・菓子代に限る。） →省略 

７ 広聴費    （１）会場借上げ料 

       （２）印刷製本費 

（３）食糧費（お茶・菓子代に限る。） 
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○ 会派が行う活動を補助する職員を雇用するために要する経費 

 

（１）賃金（社会保険料を含む。） 

※ 配偶者等、家族への支出は適当ではない。 

※ 複数の会派が政務活動を補助するための職員を雇用することは可能。 

※ 給料を支出する際は、所得税の源泉徴収等に留意すること。 

 

参考：東京高裁（平成 19 年 12 月 20 日判決） 

    政務調査費活動の補助職員に家族を雇用するということはお手盛りと 

して納税者である住民の理解を得られにくく、さらに家族に支払う 

人件費の妥当な金額かどうかを検証することは難しいといえる。また、 

配偶者等は、社会通念上、議員活動に協力すべき立場であることも考 

慮すると支出は適当でない 

 

 

８ 人件費   （１）賃金（社会保険料を含む。） 
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○ 会派が行う活動のために必要な事務に要する経費 

 

（１）消耗品費 

〈議員Ｋが立替払いの場合〉 

 

９ 事務費    （１）消耗品費 

       （２）通信運搬費 

（３）手数料 

（４）使用料（日本放送協会その他の公共放送機関への 

受信料を含む。）及び賃借料 

         （５）備品購入費 

                 （６）修繕費 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年２月２０日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   事務費 

支出先    □□議員団 Ｋ 

支出年月日  ○○年２月２０日 

摘 要 

  

消耗品費として 

  インク代 

 

請 求 書 

￥○○○○ 

ただし、インク代として 

 

○○年２月２０日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

          □□議員団 

        氏名   Ｋ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年２月２０日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

□□議員団    

        氏名   Ｋ  印 

 

領収書 

裏面に業 

者発行の

領収書を

添付 

（2 月 20

日以前） 
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（２）通信運搬費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年○月○日 

支出金額  ○○○○円 

支出科目  事務費 

支出先   □□議員団 Ｌ（外△名） 

支出年月日 ○○年○月○日 

摘 要 

  

○月分通信運搬費として 

   （複数の場合はそれぞれの 

    氏名と金額を記載） 

 

請 求 書 （表面） 

￥○○○○ 

（添付領収書等の金額 ○○○円） 

ただし、○月分通信費として 

○○年○月○日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｌ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年○月○日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｌ  印 

 

（裏面） 

 

内訳書（写し可）及び 

領収書（原本）を添付 

 

 

契約者名、番号、通話料等 

明細がわかるもの。 
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（３）手数料 

 

〈議員Ｍが立替払いの場合〉 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※領収書あるいは利用控えの原本が、「研修費」参加負担金の支出書類に添付さ

れている場合は、そのコピーで可。 

 

 

（４）使用料（日本放送協会その他の公共放送機関への受信料を含む。）及び 

賃借料 →省略 

 

 

 

 

 

 

印 

支 出 書 

決定日:○○年８月６日 

支出金額   ○○○○円 

支出科目   事務費 

支出先    □□議員団 Ｍ 

支出年月日  ○○年８月６日 

摘 要 

  

○○研修会参加負担金 

振り込み手数料として 

 

 

 

領収書 

あるいは 

振込みの 

利用控え 

を添付 

（８月６日

以前） 

請 求 書  

￥○○○○ 

ただし、振込手数料として 

 

○○年８月６日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｍ   

 

領 収 書 

上記の金額を領収いたしました。 

○○年８月６日 

□□議員団 代表者 ○○○○様 

        □□議員団 

        氏名   Ｍ  印 
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（５）備品購入費 

※パソコン購入費（周辺機器含む）……適用 平成 15 年 6 月 1 日 

   ①設置台数 会派に１台。ただし、所属議員が６人以上の場合は、 

（所属議員÷４人）でもとめられる数の小数第一位を 

四捨五入した台数を上限とする。（適用 平成 27 年 9 月 1 日） 

           例：所属議員 １～５人＝１台 

                  ６～９人＝２台 

                  10～13 人＝３台 

                  14～17 人＝４台 

   ②設置箇所 各会派控え室 

   ③使用年数 ４年間 ＊所得税法上の耐用年数に基づく 

         ・４年を超えなければ、それに替わる新しいパソコンを 

購入することはできない。 

・上限内の台数であれば、使用年数が４年を超えたものも 

続けて使用できる。 

 

※カメラ購入費 ……適用 平成 17 年 2 月 1 日 

   ①購入台数 会派に１台 

   ②管理   会派において管理 

   ③その他  会派が解散した場合は、市において管理する 

 

※プロジェクター購入費・スクリーン購入費……適用 平成 28 年 3 月 25 日 

①購入台数 会派に１台 

   ②管理   各会派控室 

   ③使用年数 ５年間 ＊所得税法上の耐用年数に基づく 

      ・使用年数が５年を超えたものも続けて使用できる。 

・５年を超えなければ、新しいプロジェクター・スクリー 

ンは購入できない。 

      

（６）修繕費 →省略 
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Ⅲ 交付事務の流れ 

会派（所属議員が 1 人の場合を含む） 議 長 市 長 

☆ 会派を結成（変更・解散）したとき 

（7日以内） 

①会派結成届（第 1号様式） 

②会派変更届（第 2号様式） 

③会派解散届（第 3号様式） 

 

☆ 交付の申請（4月 7日まで）・変更申請 

④政務活動費交付申請書（第 4号様式） 

⑤○年度 政務活動費事業計画書 

⑥○年度 政務活動費収支計画書 

⑦政務活動費交付変更申請書（第 5号様式） 

 

 通 知 

◎ 

 

 

☆ 交付の請求（交付日の 10日前まで） 

⑦請求書（市の様式） 

              交 付 

     ◎ 

 

☆ 会派において執行、書類の作成 

⑧出納簿 ⑨収入書 ⑩支出書 

領収書、その他収入及び支出を 

証明できる文書を添付 

 

☆ 収支実績等の報告（4月 30日まで） 

⑪収支報告書（第 8号様式） 

⑫事業実績報告書（第 9号様式） 

 

         通 知 

◎ 

 

☆ 残余額の返還（5月 30日まで） 

政務活動費 
 

 

 

（経 由） 

 

 

 

 

（経 由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提 出 

◎ 

 

 

 

 

 

 

 

提 出 

◎ 

 

 

 

提 出 

       ◎ 

 

☆交付（変更）額の決定 

政務活動費交付決定通知書 

（第 6号様式） 

政務活動費交付変更決定通知

書（第 7号様式） 

 

提 出 

◎ 

☆交付（4･7･10･1月の 20日） 

政務活動費 

 

 

 

 

 

 

 

写しの送付 

◎ 

 

☆交付額の確定 

交付額確定通知書 

 

返 還   

◎ 

 


